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（0） （0）

計
8 22 30

（8） （22） （30）

そ の 他 の 職 員
0 0 0

（0） （0） （0）

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職　　　種 専　　任 兼　　任 計

事 務 職 員
　　　8　　人 　　　22　　人 　　　30　　人

(8)

図 書 館 専 門 職 員
0 0 0

（0） （0） （0）

（22） （30）

技 術 職 員
0 0 0

（0）

0 -

（6） （7） （1） （2） （16） （0） （-）
合　　　　計

6 7 1 2 16

（） （） （） （）

既

設

分

（） （）

（）

計
（）

（） （） （） （） （） （）

（） （） （） （） （） （） （）

0 -

（6） （7） （1） （2） （16） （0） （-）

（3） （5） （0） （2） （10） （0） (26)
幼児教育保育学科

3 5 0 2 10
新

設

分

総合生活キャリア学科
3 人 2 人 1 人 0 人 6 人 0 人 18人

（3） （2） （1） （0） （6） （0） (18)

計
6 7 1 2 16

0 26

科目 科目 科目 単位

教

員

組

織

の

概

要

学　部　等　の　名　称
専任教員等 兼 任

教 員 等教授 准教授

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習 実験・実習 計

科目

講師 助教 計 助手

同一設置者内における
変 更 状 況
（定員の移行，名称の
変 更 等 ）

令和６年４月札幌国際大学入学定員の変更
　人文学部心理学科臨床心理専攻（定員増）　（３０）
　観光学部観光ビジネス学科（定員減）　　（△３０）
　 令和５年８月　収容定員の変更に係る学則変更届出

計
－ － －

－ 160
(280)

短期大学士
（幼児教育）

令和6年4月
第１年次 同上

総合生活キャリア学科 2 40
（50)

－ 80
(100)

短期大学士
（総合生活）

新 設 学 部 等 の 目 的
令和６年度から総合生活キャリア学科の入学定員を５０人から４０人に、幼児教育
保育学科の入学定員を１４０人から８０人に変更し、入学定員充足率の適正化を図
る。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

所　在　地

年 人 年次
人

人 　　年　月
第　年次

令和6年4月
第１年次

北海道札幌市清田区清
田四条一丁目４番１号

幼児教育保育学科 2 80
(140)

大 学 の 目 的

札幌国際大学短期大学部は、建学の精神に則り、実際的な専門教育と職業教育を施
すとともに、教養に関する広い知識を授け、人格を磨き、生活及び社会に貢献して
文化の向上に寄与する良き社会人を育成することを目的とする。

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ

設 置 者 学校法人　札幌国際大学

フ リ ガ ナ 　ｻｯﾎﾟﾛｺｸｻｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞ

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

大 学 の 名 称 札幌国際大学短期大学部

大 学 本 部 の 位 置 北海道札幌市清田区清田四条一丁目４番１号

基本計画書－1



2 －

2 －

4 － － － － ※令和４年度より学生
募集停止

国際教養学科 4 － ※令和４年度開設

4 －
4 －

4 － ※令和４年度入学定員増
（50人）

4 － － － ※令和４年度より学生募
集停止

国際観光学科 学 士 （ 観 光 学 ） － 平成21年度

観光学部

観光ビジネス学科 140 460 学 士 （ 観 光 学 ） 0.66 平成21年度

子ども心理専攻 50 200 学 士 （ 教 育 学 ） 0.80 平成20年度

心理学科 1.12
臨床心理専攻 50 200 学 士 （ 人 文 学 ） 1.43 平成15年度

現代文化学科 学 士 （ 人 文 学 ） 平成15年度 北海道札幌市清田
区清田四条一丁目
４番１号60 120 学 士 （ 人 文 学 ） 1.18 令和4年度

年 人 年次
人

人 倍

人文学部

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

短期大学部
　総合生活キャリア学科 50 100 短期大学士（総合生

活）
0.86

大 学 の 名 称 札幌国際大学

― 千円 ― 千円 ― 千円

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学経常費補助金、資産運用収入、雑収入等

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 の 名 称 札幌国際大学短期大学部

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

年 人 年次
人

人

昭和44年度 北海道札幌市清田
区清田四条一丁目
４番１号　幼児教育保育学科 140 280 短期大学士（幼児教

育）
0.46 昭和44年度

倍

― ― ― ―

学生１
人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

経費
の見
積り

第５年次 第６年次
総合生活キャリア

学科 960千円 960千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円 ― 千円

― 千円幼児教育保育
学科 1,020千円 1,020千円

500千円 ― ― ― ―

図 書 購 入 費 600千円 600千円 600千円 ― ― ― ―

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

図書費には電子図書・
電子ジャーナル・デー
タベースの整備費（運
用コスト含む）を含
む。

教員１人当り研究費等 170千円 170千円 ―

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

設 備 購 入 費 0千円 0千円 0千円

― ― ―

共 同 研 究 費 等 500千円

体育館
面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

㎡

（　　　　　）（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕）

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

㎡

計
〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

（　　　　　） （　　　　　）

図
書
・
設
備

（　　　　　）（　　〔　　〕） （　　〔　　〕） （　　〔　　〕）

標本
〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点 点

新設学部等の名称

図書 学術雑誌
視聴覚資料機械・器具

〔　　〕　 〔　　〕　 〔　　〕　

（　　　　　） （　　　　　）

             室

（補助職員　人）

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室　　　数

室

教室等

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

室 室 室
             室

（補助職員　人）

札幌国際大学と共用

801㎡ 44,770㎡ 5,864㎡ 51,435㎡

（801㎡） （44,770㎡） （5,864㎡） （51,435㎡）

合 計 0㎡ 124,816.28㎡ 0㎡ 124,816.28㎡

校　　　舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校
　
　
地
　
　
等

0㎡ 84,999.28㎡ 0㎡ 84,999.28㎡

そ の 他 0㎡ 39,817㎡ 0㎡ 39,817㎡

札幌国際大学と共用

校 舎 敷 地 0㎡ 53,118.28㎡ 0㎡ 53,118.28㎡

運 動 場 用 地 0㎡ 31,881㎡ 0㎡

区　　　分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

31,881㎡

小 計

基本計画書－2



4 －

4 －

2

2

2 5

附属施設の概要

名　称　：アリーナ
目　的　：体育授業、課外活動等での使用
所在地　：札幌市清田区清田四条一丁目４番１号
設置年月：平成５年２月
規模等　：1,312㎡

名　称　：第一体育館
目　的　：体育授業、課外活動等での使用
所在地　：札幌市清田区清田四条一丁目４番１号
設置年月：平成18年12月
規模等　：3,956㎡
名　称　：第二体育館
目　的　：体育授業、課外活動等での使用
所在地　：札幌市清田区清田四条一丁目４番１号
設置年月：平成23年６月
規模等　：1,806㎡
名　称　：心理相談研究所
目　的　：北海道の教育及び精神保健に関する相談・研究業務
所在地　：札幌市清田区清田四条一丁目４番１号
設置年月：平成13年４月
規模等　：1,806㎡

平成28年度
ｽﾎﾟｰﾂ健康指導研究科

ｽﾎﾟｰﾂ健康指導専攻 － 10 修士（ｽﾎﾟｰﾂ健康
指導）

1.50

0.80 平成13年度

心理学研究科
臨床心理専攻 10 － 20 修士（臨床心理） 0.20 平成17年度

観光学研究科
観光学専攻 10 － 20 修士（観光学）

ｽﾎﾟｰﾂ指導学科 80 320 学士（ｽﾎﾟｰﾂ指導学） 1.10 平成21年度

0.98

ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 60 240 学士（ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ） 0.81 平成21年度

スポーツ人間学部

既
設
大
学
等
の
状
況

基本計画書－3



入学 編入学 収容 入学 編入学 収容

定員 定員 定員 定員 定員 定員

札幌国際大学短期大学部 札幌国際大学短期大学部

　　総合生活キャリア学科 50 ‐ 100 　　総合生活キャリア学科 40 ‐ 80 定員変更（△10）

　　幼児教育保育学科 140 ‐ 280 　　幼児教育保育学科 80 ‐ 160 定員変更（△60）

計 190 ‐ 380 計 120 ‐ 240

札幌国際大学 札幌国際大学

　人文学部 　人文学部

　　　国際教養学科 60 ‐ 240 　　　国際教養学科 60 ‐ 240

　　　心理学科 　　　心理学科

　　　　　臨床心理専攻 50 ‐ 200 　　　　　臨床心理専攻 80 ‐ 320 定員変更（30）

　　　　　子ども心理専攻 50 ‐ 200 　　　　　子ども心理専攻 50 ‐ 200

　観光学部 　観光学部

　　　観光ビジネス学科 140 ‐ 560 　　　観光ビジネス学科 110 ‐ 440 定員変更（△30）

　スポーツ人間学部 　スポーツ人間学部

　　　スポーツビジネス学科 60 ‐ 240 　　　スポーツビジネス学科 60 ‐ 240

　　　スポーツ指導学科 80 ‐ 320 　　　スポーツ指導学科 80 ‐ 320

計 440 ‐ 1,760 計 440 ‐ 1,760

札幌国際大学大学院 札幌国際大学大学院

　　観光学研究科 　　観光学研究科

　　　観光学専攻（M） 10 ‐ 20 　　　観光学専攻（M） 10 ‐ 20

　　心理学研究科 　　心理学研究科

　　　臨床心理専攻（M） 10 ‐ 20 　　　臨床心理専攻（M） 10 ‐ 20

　　スポーツ健康指導研究科 　　スポーツ健康指導研究科

　　　スポーツ健康指導専攻（M） 5 ‐ 10 　　　スポーツ健康指導専攻（M） 5 ‐ 10

計 25 ‐ 50 計 25 ‐ 50

学校法人 札幌国際大学　設置認可等に関わる組織の移行表

令和５年度　 令和６年度 変更の事由

基本計画書ー4



学則変更の趣旨等－1 

 

学則の変更の趣旨等を記載した書類 
 
ア 学則変更（収容定員変更）の内容 

令和６（2024）年４月１日より入学定員充足率の適正化を図るため、総合生活キャリア
学科の入学定員を 50 人から 40 人に、幼児教育保育学科の入学定員を 140 人から 80 人
として、収容定員を総合生活キャリア学科 100 人から 80 人、幼児教育保育学科 280 人か
ら 160 人に変更する。これにより札幌国際大学短期大学部の入学定員は、190 人から 120
人に、収容定員は 380 人から 240 人に変更となる。 

 
 
 
 
 
 
イ 学則変更（収容定員変更）の必要性 

総合生活キャリア学科は、令和２（2020）年度までは志願者数及び入学定員充足率とも
に現行の入学定員に対し適正な状況を保っていた。令和３（2021）年度以降は志願者数の
減少傾向がみられ、入学定員充足率も恒常的に 100％を割るまでに低下したことから、令
和６（2024）年度より入学定員を現行の 50 人から 10 人減員した 40 人とし、入学定員充
足率の更なる適正化を図ることとした。 
また、幼児教育保育学科は、平成 27（2015）年度以降志願者数の減少が続き、平成 26

（2014）年度 114.3％あった入学定員充足率も令和 4（2022）年度には 42.1％にまで低下
したことから、令和 6（2024）年度より入学定員を現行の 140 人から 60 人減員した 80
人とし、入学定員充足率の適正化を図ることとする。今後適正な定員管理に努めたい。 

ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 
今回の学則変更（収容定員変更）に伴う直接的な教育課程、教育方法及び履修指導方  

法等の変更は発生しない。 
教員組織（教員数）については、幼児教育保育学科の教員数を減員するが、総合生活キ

ャリア学科の教員数については変更しない。 
また、大学全体の施設・設備等についても現状の環境を維持する。 
なお、学科予算については，学科定員によらず実際の在籍学生数に応じて予算を配当し 

ていることから、今回の収容定員の変更による影響はない。 
以上により、現在の教育内容を維持していくことが可能であり、収容定員変更後も同等

以上の内容を担保するものである。 
以上 

◆定員の変更内容 （単位：人） 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 
総合生活キャリア学科 50 100 40 80 
幼児教育保育学科 140 280 80 160 
札幌国際大学短期大学部 計 190 380 120 240 

変更前（令和５年４月） 変更後（令和６年４月） 
 



学則—1 

 

札幌国際大学短期大学部学則（案）  

 

 

第１章  総    則 

（目的） 

第１条 札幌国際大学短期大学部（以下「本学」という。）は、建学の精神に則り、実際

的な専門教育と職業教育を施すとともに、教養に関する広い知識を授け、人格を磨き、

生活及び社会に貢献して文化の向上に寄与する良き社会人を育成することを目的とす

る。 

（点検及び評価） 

第２条 本学は、その教育研究水準の向上に資するため、本学の教育及び研究等の状況に

ついて自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、前項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定め

る期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価（次項において「認証評価」

という。）を受けるものとする。 

３ 本学は、第１項の点検及び評価の結果並びに前項の認証評価の結果を踏まえ、教育研

究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努める

ものとする。 

第１項の点検及び評価並びに前項の認証評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   

第２章  学科、学生定員及び修業年限 

（学科及び学生定員） 

第３条 本学に次の学科を置き、入学定員及び収容定員を次のとおりとする。 

総合生活キャリア学科     入学定員    40人 収容定員 80人 

幼児教育保育学科       入学定員   80 人 収容定員 160 人 

２ 前項の学科の教育研究上の目的は次のとおりとする。 

(1) 総合生活キャリア学科は、自立した職業人を養成するため、現代生活を主体的に 

創造する知識と技術を身に付けるとともに、自ら課題を見つけ解決する、多様な場で 

活躍できる実務能力を持った人材を育成する。 

(2) 幼児教育保育学科は、現代の保育に必要な理論や技術を身に付け、共感的な感性 

 と知性に支えられた、人間性豊かな保育者を養成する。 

 

第４条～第 64条（略） 

 

 

 

 

 



学則—2 

附則 

 

この学則は、昭和 44年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 45年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 46年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 47年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 48年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 49年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 50年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 51年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 52年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 53年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 54年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 55年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 56年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 57年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 58年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 59年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 60年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 61年 4月 1日から施行する。 

この学則は、昭和 62年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成 元年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成 2 年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成 3 年 4月 1日から施行する。 

但し、第３条に規定する学生定員は、平成 12年度までの間は、次のとおりとする。 

 

    年度  

学科 

平成 3年度 平成 4～平成 11年度 平成 12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

教 養 学 科 

秘 書 学 科 

２００人 

３００人 

１５０人 

３５０人 

５００人 

２５０人 

２００人 

３００人 

１５０人 

４００人 

６００人 

３００人 

１５０人 

２００人 

１００人 

３５０人 

５００人 

２５０人 

 

この学則は、平成 4年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成 5年 4月 1日から施行する。 

但し、平成 3年 4月 1日付け附則のうち、次の学科、期間について次のとおり改める。平 

成 5年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定を適用する。 
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    年度   

学科 

平成 5年度 平成 6～平成 11年度 平成 12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 入学定員 総定員 

生活科学科 

教 養 学 科 

秘 書 学 科 

１５０人 

２００人 

１５０人 

３５０人 

５００人 

３００人 

１５０人 

２００人 

１５０人 

３００人 

４００人 

３００人 

１００人 

１００人 

１００人 

２５０人 

３００人 

２５０人 

 

この学則は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成７年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成 8年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成10年 4月 1日から施行する。 

この学則は、平成11年 4月 1日から施行する。 

但し、平成11年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定を 

適用する。 

平成11年 4月 1日から秘書学科を募集停止する。 

学則第 3条の規定にかかわらず、平成 11年 4月 1日以降の入学定員・総定員は下表のと 

おりとする。 

 

    年度   

学科 

平成 11 年度 平成 12年度 

入学定員 総定員 入学定員 総定員 

 

生活科学科 

幼児教育学科 

教 養 学 科 

秘 書 学 科 

英 語 学 科 

 

 

１００人 

１００人 

１５０人 

０人 

１００人 

 

 

２５０人 

２００人 

３５０人 

１５０人 

２００人 

 

５０人 

１００人 

５０人 

― 

１００人 

 

１５０人 

２００人 

２００人 

― 

２００人 

 

この学則は、平成12年 4月 1日から施行する。 

但し、平成12年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定を適 

用する。 

学則第 3条に規定する入学定員・収容定員は平成 17年度までの間は、次のとおりとする。 

    年度   

 

学科 

平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 
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総合生活学科 

幼児教育学科 

教 養 学 科 

秘 書 学 科 

英 語 学 科 

１００人 

１００人 

１５０人 

 （募集 

１００人 

２５０人 

２００人

３５０人 

停止） 

２００人 

９０人 

１００人 

１４５人 

 

１００人 

１９０人 

２００人 

２９５人 

 

２００人 

８５人 

１００人 

１３５人 

 

１００人 

１７５人 

２００人

２８０人 

 

２００人 

８０人 

１００人 

１２５人 

 

１００人 

１６５人 

２００人 

２６０人 

 

２００人 

 

    年度   

 

学科 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

総合生活学科 

幼児教育学科 

教 養 学 科 

秘 書 学 科 

英 語 学 科 

７５人 

１００人 

１１５人 

 （募集 

１００人 

１５５人 

２００人 

２４０人 

停止） 

２００人 

７５人 

１００人 

１００人 

 

１００人 

１５０人 

２００人 

２１５人 

 

２００人 

７５人 

１００人 

１００人 

 

１００人 

１５０人 

２００人

２００人 

 

２００人 

この学則は、平成13年 4月 1日から施行する。 

但し、平成13年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定を 

適用する。 

学則第 3条に規定する入学定員・収容定員は平成 17年度までの間は、次のとおりとする。 

    年度   

 

学科 

平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

総合生活学科 

幼児教育学科 

教 養 学 科 

英 語 学 科 

８５人 

１００人 

１３５人 

５０人 

１７５人 

２００人

２８０人

１５０人 

８０人 

１００人 

１２５人 

５０人 

１６５人 

２００人 

２６０人 

１００人 

７５人 

１００人 

１１５人 

５０人 

１５５人 

２００人 

２４０人 

１００人 

７５人 

１００人 

１００人 

５０人 

１５０人 

２００人 

２１５人 

１００人 

 

    年度   

 

学科 

平成 17 年度 

入学定員 収容定員 

総合生活学科 

幼児教育学科 

教 養 学 科 

英 語 学 科 

７５人 

１００人 

１００人 

５０人 

１５０人 

２００人 

２００人 

１００人 

 

この学則は、平成14年 4月 1日から施行する。 

但し、平成14年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定 

を適用する。 

この学則は、平成15年 4月 1日から施行する。 
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但し、平成15年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定 

を適用する。 

この学則は、平成16年 4月 1日から施行する。 

但し、平成16年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定 

を適用する。 

この学則は、平成17年 4月 1日から施行する。 

但し、平成17年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定 

を適用する。 

この学則は、平成18年 2月 1日から施行する。 

この学則は、平成18年 4月 1日から施行する。 

但し、平成18年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、従前の規定 

を適用する。 

この学則は、平成19年 4月 1日から施行する。 

但し、平成 19年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者については、第45条、第 

53条第 1項の規定を除き、従前の規定を適用する。 

この学則は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

但し、平成 20年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、別表第 1から別表 

第 3、別表第 5及び別表第 6について従前の規定を適用する。 

この学則は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

但し、平成 21年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、従前の規定を適用 

する。 

この学則は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

但し、平成 22年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、別表第２及び別表 

第５について従前の規定を適用する。 

この学則は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

但し、平成 23年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、別表第１、別表第２

及び別表第５について従前の規定を適用する。 

この学則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

但し、平成 24年３月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、従前の規定を適用する。 

この学則は、平成 25 年４月１日から施行する。 

但し、平成 25 年３月 31 日以前に入学し、引き続き在学する者には、第４条、第 15 条第 2 項

及び第 30条を除き従前の規定を適用する。 

英語コミュニケーション学科は、平成 25年 4月 1日から学生募集を停止する。 

この学則は、平成 26 年４月１日から施行する。 

この学則は、平成 27 年３月 30日から施行する。 

この学則は、平成 28年 4月１日から施行する。 

但し、平成 28 年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、別表第 1及び別表第 2に 

ついて従前の規定を適用する。 

この学則は、平成 29 年 4月１日から施行する。 
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この学則は、平成 30 年 4月１日から施行する。 

この学則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

但し、平成 31年３月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、別表第２について従前の

規定を適用する。 

この学則は、令和元年９月１日から施行する。 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

但し、令和２年３月 31 日以前に入学し、引き続き在学する者には、別表第２について従前の

規定を適用する。 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

この学則は、令和４年 10月１日から施行する。 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

但し、令和５年 3 月 31 日以前に入学し、引き続き在学する者には、別表第１及び別表第２に

ついて従前の規定を適用する。 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

但し、令和６年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学する者には、従前の規定を適用する。 

 

別表第１～第３（略） 
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札幌国際大学短期大学部学則の変更事項を記載した書類 
 

 

 

【変更点及び変更事由】 

１．第３条第１項中、総合生活キャリア学科入学定員を「50 人」から「40 人」に、総合生活キャリア

学科収容定員を「100 人」から「80 人」に、幼児教育保育学科入学定員を「140 人」から「80 人」

に、幼児教育保育学科収容定員を「280 人」から「160 人」に改める。 

 

 （変更事由） 

  ここ数年の受験者の動向及び受験者ニーズの分析に基づき、総合生活キャリア学科及び幼 

児教育保育学科の入学定員・収容定員を変更し、適正化を図る。 

 

 

２. 附則として、次の附則を加える。 

  この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

但し、令和６年 3 月 31 日以前に入学し、引き続き在学する者には、従前の規定を適用する。 

 

（変更事由） 

  改正の施行日及び適用範囲を明確にする。 

 

 

 

【変更の時期】 

令和６年４月１日 

以上 
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札幌国際大学短期大学部学則 
 [新旧対照表] 

 

 

改正後 改正前 

 

（学科及び学生定員） 

第３条 本学に次の学科を置き､入学定員及び収

容定員を次のとおりとする。 

総合生活キャリア学科  入学定員40人  収容定員80人 

幼児教育保育学科 入学定員80人 収容定員160人 

２      (略) 

 

 

 

附 則 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。 

但し、令和６年3月31日以前に入学し、引き続き在学

する者には、従前の規定を適用する。 

 

 

 

（学科及び学生定員） 

第３条 本学に次の学科を置き､入学定員及び収

容定員を次のとおりとする。 

総合生活キャリア学科  入学定員50人  収容定員100人 

幼児教育保育学科 入学定員140人 収容定員280人 

２      (略) 
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